
東京佐世保会規約 
第１章 総 則 
（名称） 
第１条 本会は、「東京佐世保会」と称する。 
（⽬的） 
第２条  本会は、会員相互の親睦を図るとともに、郷⼟佐世保市の発展に寄与する
ことを⽬的とする。 
（事業） 
第３条  本会は、前条の⽬的を達成するために、東京都内及びその近郊に事務局を
置き、次の活動を⾏う。 
（1）会員相互の親睦及び情報の交換 
（2）会の発展と拡充に関する活動 
（3）佐世保市及び関係機関団体等が⾏なう事業への⽀援協⼒ 
（4）その他、本会の⽬的を達成するために必要な活動 
第２章 会 員 
（会員） 
第４条 本会の会員は、佐世保出⾝者及び同市にゆかりのある⽅で本会の趣旨に賛同
する者とする。 
（特別会員） 
第５条 本会は、現職佐世保市⻑を特別会員とすることができる。 
第３章 役 員 
（種類及び定数） 
第６条 本会には、役員として幹事を４０名程度おく。 
２ 幹事のうちから、次の者を選任する。 
（1）会⻑    １名 
（2）副会⻑  若⼲名 
（3）幹事⻑   １名 
（4）副幹事⻑ 若⼲名 
（5）常任幹事 １０名程度 
（6）事務局⻑  １名 
（7）監事    ２名 
（選任） 
第７条 役員の選任は、次のとおりとする。 
（1）幹事は、在京の各校同窓会及び各地区会から推薦された者とし、幹事会におい
て決定する。 
（2）各役員は、幹事の中から選任し、幹事会で決定する。 



（任期） 
第８条 役員の任期は２年間とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 前任者が⽋けたことによって選任された者の任期は、前任者の残りの期間とす
る。 
３ 任期満了後であっても後任者の選任があるまでは、その職務を⾏なわなければな
らない。 
（職務） 
第９条 各役員の職務は、次のとおりとする。 
（1）会⻑は本会を代表し、会務を総括する。 
（2）副会⻑は会⻑を補佐し、会⻑に事故あるときはその職務を代⾏する。 
（3）幹事⻑は、幹事会を運営し、会の実務を司る。 
（4）副幹事⻑は幹事⻑を補佐し、幹事⻑に事故あるときはその職務を代⾏する。 
（5）幹事は、会⻑、副会⻑とともに幹事会を構成し、本会の運営に関する事項を審
議し執⾏する。 
（6）常任幹事は、常任幹事会を構成し、幹事会から委嘱を受けた事項について審議
し執⾏する。 
（7）事務局⻑は、幹事⻑の指⽰を受けつつ、本会の事務を担当する。 
（8）監事は、本会の経理に関する監査を⾏う。 
（顧問）                  
第１０条 本会は、前条に規定する各役員とは別に、次の者を顧問とすることができ
る。 
（1）元佐世保市⻑ 
（2）元東京佐世保会会⻑ 
２ 顧問は、会務の執⾏を側⾯的に協⼒する。 
第４章 会 議 
（会議） 
第１１条 本会の会議は、総会、幹事会及び常任幹事会とする。 
（総会） 
第１２条 総会は、毎年１回、「ふるさと佐世保の⼣べ」として懇親会と合わせて開
催する。 
（幹事会）  
第１３条 幹事会は、本会の運営に関する事項について、出席幹事の過半数の賛成に
より決議する。 
（常任幹事会） 
第１４条 常任幹事会は、幹事会より委嘱を受けた本会の運営に関する事項につい
て、出席者の過半数の賛成により決議する。 



第５章 会 計 
（経費の⽀弁）  
第１５条 本会の経費は、懇親会の会費及びその他の収⼊をもって充当する。 
（懇親会の会費） 
第１６条 懇親会の会費は、幹事会において定める。 
（会計年度）  
第１７条 本会の会計年度は、毎年４⽉１⽇から翌年３⽉末⽇までとする。 
（収⽀予算） 
第１８条 本会の収⽀予算は、幹事会の決議を得て、定める。 
（収⽀決算） 
第１９条 本会の収⽀決算は、監事の監査を受けた上で、幹事会の承認を得て、総会
に報告しなければならない。  
第６章 改正の⼿続 
（改正⼿続）  
第２０条 本規約を変更するには、幹事会において、出席構成員の３分の２以上の同
意を経て変更することができる。 
附 則 
本規約は、平成２５年１０⽉４⽇から施⾏する。 
 


